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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和３年７月（第１回）宇部・山陽小野田消防組合議会臨時会会議録 

令和３年７月２８日（水曜日） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 

第１ 議席の指定 

第２ 議長の選挙 

第３ 会議録署名議員の指名    

第４ 会期の決定 

第５ 議案第９号について（上程・提案理由の説明、質疑・討論・表決） 

議案第９号 宇部・山陽小野田消防組合監査委員の選任について同意を求める件 

第６ 議案第６号から第７号までについて（上程・提案理由の説明、質疑・討論・表決） 

   議案第６号 物品購入の件（高規格救急自動車１台） 

議案第７号 物品購入の件（資機材搬送車１台） 

第７ 議案第８号について（上程・提案理由の説明、質疑・討論・表決） 

議案第８号 宇部・山陽小野田消防組合議会会議規則中一部改正の件 

第８ 報告第１号から第２号までについて（上程・提案理由の説明、質疑・討論・表決） 

   報告第１号 専決処分を報告し、承認を求める件（令和３年度宇部・山陽小野田消防組合一

般会計補正予算（第１回）） 

報告第２号 専決処分を報告し、承認を求める件（宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に

関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１号）） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（９名）

１番 岩 村    誠 君 

３番 兼 広 三 朗 君 

５番 長谷川 耕 二 君 

７番 山 下 則 芳 君 

９番 笠 井 泰 孝 君 

２番 奥     良 秀 君 

４番 水 津     治 君 

６番 藤 井 岳 志 君 

８番 吉 永 美 子 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（なし） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名

管 理 者 

監 査 委 員 

消 防 局 消 防 長 

消 防 局 参 事 

消 防 局 参 事 

消防局情報財政課長 

消 防 局 予 防 課 長 

宇 部 西 消 防 署 長 

篠 﨑 圭 二  君 

床 本 隆 夫 君 

石 部   隆 君 

秋 田 浩 二 君 

橋 本 俊 昭 君 

梶 山 隆 裕 君 

榎 原 英 樹 君 

竹 内   伸 君 

副 管 理 者 

会 計 管 理 者 

消 防 局 次 長 

消 防 局 参 事 

消 防 局 総 務 課 長 

消 防 局 警 防 課 長 

消防局通信指令課長 

山 陽 消 防 署 長 

藤 田 剛 二 君 

古 谷 栄 識 君 

内 田   貢 君 

中 村 淳 二 君 

藤 井 信 輔 君 

弓 立 宏 二 君 

西 村 隆 文 君 

中 尾 勝 彦 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席 

消防局総務課副課長  内 田 陽 二 君  消防局総務課係長  原 田 高 宏 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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――――――――午前１０時００分―――――――― 

○吉永副議長 皆さん、おはようございます。 

副議長の吉永でございます。この度の宇部市議会議員選挙により、議長席が空席となっており

ますので地方自治法第１０６条の規定によりまして議長の選挙が終わるまでの間、議長の職務を

務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

まず、開会に先立ちまして、管理者、副管理者から挨拶をしたい旨の申し出がありましたので

順次これを許します。 

（管理者及び副管理者から挨拶があった） 

○吉永副議長 続きまして、令和３年４月１日付け人事異動に伴い、執行部からもそれぞれ挨拶

をしたい旨の申し出がありましたので順次これを許します。 

（監査委員ほか１３名から挨拶があった） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

――――――――午前１０時０５分開会―――――――― 

○吉永副議長 以上で、挨拶は終わりました。 

これより、令和３年７月（第１回）宇部・山陽小野田消防組合議会臨時会を開会いたします。 

○吉永副議長 直ちに本日の会議を開きます。 

諸般の報告 

○吉永副議長 この際、事務局から諸般の報告をさせます。 

○内田書記長 報告いたします。 

本日の出席議員数は９名でございます。次に議員の辞職許可について申し上げます。４月２３

日付けをもちまして、岩村誠議員、志賀光法議員、猶克実議員、長谷川耕二議員、藤井岳志議員、

山下則芳議員から一身上の都合により、議員の辞職願が提出され、地方自治法第１２６条ただし

書きの規定により、議長及び副議長において同日付けをもちまして辞職が許可されました。 

なお、５月１７日付けをもちまして、組合規約第５条及び第６条の規定により、岩村誠議員、

笠井泰孝議員、兼広三朗議員、長谷川耕二議員、藤井岳志議員、山下則芳議員の選出届が提出さ

れ、受理いたしましたことを報告します。 

次に本臨時会の付議事件について申し上げます。本日付けをもちまして、管理者から宇部・山

陽小野田消防組合監査委員の選出について同意を求める件外４件の議案等の提出がありました。 

また、本日付けをもちまして、岩村議員提出、奥議員賛成の宇部・山陽小野田消防組合議会会

議規則中一部改正の件について議案の提出がありました。以上で報告を終わります。 

○吉永副議長 以上で諸般の報告は終わりました。これより日程に入るわけですが、この際、お

諮りします。諸般の報告にもありましたとおり、岩村誠議員、長谷川耕二議員、藤井岳志議員、

山下則芳議員が、本組合議会議員に再選出されました。 

また、笠井泰孝議員、兼広三朗議員が新たに選出されましたので、新たに選出された議員の自

己紹介を行いたいと思います。これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○吉永副議長 御異議なしと認めます。 

よって、議員の自己紹介のため暫時休憩いたします。 

 

――――――――午前１０時０８分休憩―――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

――――――――午前１０時０８分再開―――――――― 

 

○吉永副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１ 議席の指定 

○吉永副議長 日程第１、議席の指定を行います。 

各議員の議席につきましては、会議規則第４条第１項の規定により、議長において、ただいま

御着席の議席を指定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 議長の選挙 

○吉永副議長 次に日程第２、議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第１１８条第２項の規定により、指

名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永副議長 御異議なしと認めます。 

よって選挙の方法は指名推選によることに決定をいたしました。 

続いてお諮りをいたします。指名の方法は、副議長において指名することにいたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永副議長 御異議なしと認めます。 

よって、副議長において指名することに決定をいたしました。議長に笠井泰孝議員を指名いた

します。 

お諮りをいたします。 

ただいま、指名いたしました笠井泰孝議員を議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永副議長 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました笠井泰孝議員が議長に当選をされました。御本人が議場に

おられますので、会議規則第３２条第２項の規定により本席から告知をいたします。笠井泰孝議

員、議長就任の挨拶をお願いいたします。 

（笠井泰孝議員 登壇） 

○笠井議員 おはようございます。ただいま、皆様から御選挙いただきました議長という重責を
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担わさせていただくことになりました笠井泰孝でございます。今後ともひとつよろしくお願い

いたします。 

この宇部・山陽小野田消防組合は、宇部市民及び山陽小野田市民の安心・安全を守る重要な役

割を担っていると認識しております。そのためにも、管理者と議会の皆様と共に、しっかり議論

し、皆様の意見を議会に届け、そして宇部市及び山陽小野田市が安心・安全で暮らせるような市

になれば良いと思っております。 

自死事件をきっかけに、執行部は職場の環境改善をしっかり取り組まれていると聞いておりま

す。現場に出られる職員が安心して働くことができるような環境を作ることも本消防組合議会の

重要な役割だと認識しております。職員が市民としっかり間を取り持てるように、休止になって

久しいのですが音楽クラブ等の活動も今後しっかり取り組んでいただけたらと思っております。 

皆様の御協力をいただきながら、私の職務を全うしたいと考えておりますので、今後ともひと

つよろしくお願いいたしまして、開会にあたりましての議長の挨拶とさせていただきます。今後

ともよろしくお願いいたします。 

○吉永副議長 以上で、あいさつは終わりました。笠井泰孝議長、議長席にお着き願います。 

（議長交代） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

○笠井議長 次に日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、議長において長谷川耕二議員、藤井岳志

議員を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４ 会期の決定 

○笠井議長 次に日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日２８日、１日のみといたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日のみと決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第５ 議案第９号について 

○笠井議長 次に日程第５、議案第９号、宇部・山陽小野田消防組合監査委員の選任について同

意を求める件を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により、兼広三朗議員の退席を求めます。 

（兼広三朗議員 退席） 

○笠井議長 本件に関し、管理者から提案理由の説明を求めます。篠﨑管理者。 

○篠﨑管理者 それでは、議案第９号宇部・山陽小野田消防組合監査委員の選任について、提案

理由を御説明させていただきます。 
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監査委員の選任については、組合議員のうちから選任する監査委員として、人格高潔で幅広い

優れた識見をお持ちの兼広三朗さんが最適任と考えており、兼広さんの選任について、議会の同

意を求めるものです。御審議のほどよろしくお願いします。 

○笠井議長 以上で、管理者の提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて質疑を終結いたします。 

これより討論、表決に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第９号は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立全員であります。 

よって、議案第９号は同意することに決定いたしました。 

（兼広三朗議員 着席） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第６ 議案第６号から第７号までについて 

○笠井議長 次に日程第６、議案第６号から第７号までを一括議題といたします。 

本件に関し、管理者から提案理由の説明を求めます。篠﨑管理者。 

○篠﨑管理者 それでは、議案の提案理由を御説明いたします。 

議案第６号及び議案第７号は物品購入であり、議案第６号については高規格救急自動車、議案

第７号については資機材搬送車の更新を行うものであります。 

購入の目的につきましては、いずれも管内の消防力の充実強化を図るものであります。入札方

法につきましては、宇部市及び山陽小野田市、競争入札参加資格者名簿の消防車両を取扱ってい

る登録業者のうち、主たる営業所として、本社・本店を山口県内に有している、または、支店・

営業所を宇部市内又は山陽小野田市内に有していること、という条件を設け、救急自動車におい

ては、附属品に「自動体外式除細動器」等多数の高度管理医療機器が含まれていることから、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第３９条の規定に基づ

く高度管理医療機器の販売業の資格を有するものという条件も加えた、条件付一般競争入札を実

施いたしました。それでは、議案ごとに説明をいたします。 

まず、議案第６号、高規格救急自動車を購入する件についてですが、これは平成２３年度に購

入し９年経過した車両の更新で、宇部中央消防署東部出張所に配備するものであります。 

なお、施設整備事業債（一般財源化分）及び一般単独・一般事業債を活用しての購入です。購

入金額は、３，６６８万５千円を予定しており、入札対応可能な２つの業者による入札の結果に

より、落札業者である有限会社藤中ポンプ店と仮契約を締結しています。 

購入物品の仕様については、国が定める補助金交付に関する要綱及び「救急業務実施基準」に
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定める規格を基本としています。 

なお、今回、新たに新型コロナウイルス感染症等、様々な感染症への対策として、感染症患者

を隔離した状態で搬送することを可能とするアイソレータ装置も新規に導入しています。 

次に、議案第７号、資機材搬送車を購入する件についてですが、平成１１年度に購入し２１年

経過した車両の更新で、宇部中央消防署に配備するものであります。 

なお、令和３年度石油貯蔵施設立地対策等交付金及び一般単独・一般事業債を活用しての購入

です。購入金額は、２，２８５万８千円を予定しており、入札対応可能な２つの業者による入札

の結果により、落札業者である有限会社藤中ポンプ店と仮契約を締結しています。 

購入物品の仕様については、通常は水難救助用の車両として使用するものですが、積載物を積

み替えることにより、多用途に活用可能な資機材を搬送するための車両としています。説明は以

上となります。 

○笠井議長 以上で、管理者の提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案

第６号から第７号までを一括議題といたします。質疑はありませんか。水津議員。 

○水津議員 要望ということになると思うのですが、議案６号の物品購入の概要の（５）にあり

ますように、搬送用アイソレータ装置ということの御説明がありましたが、こういった物は、

我々はどういった物か良く分かりません。もし可能であればメーカーから、こういった物です

よという添付資料があると分かり易いという思いをしておりますので、もし可能であれば、今

後の物品購入にあたっては参考資料として提出していただいたらという要望でございます。 

○笠井議長 ほかに質疑はありませんか。岩村議員。 

○岩村議員 議案第６号・７号のそれぞれの予定価格、落札率を教えていただきたいというのと、

２社ということですが、それぞれのもう１社は議案第６号・７号と同じ業者なのか、もしくは

違うのか、もし、可能であれば会社名も言っていただければと思います。 

○石部消防長 岩村議員の御質問にお答えをいたします。今の物品購入で議案第６号、まず高規

格救急自動車の予定価格でございます。３，６７４万円。それから、落札率ということでござ

いました。落札率は９９．８５％でございます。 

続きまして議案第７号、資機材搬送車の予定価格でございます。２，２８８万円でございます。

次に落札率でございます。９９．９％でございます。それから説明にもございました、落札業者

は議案第６号・７号、ともに有限会社藤中ポンプ店でございます。さらに、もう１社についてと

いうことでございました。これにつきましては、議案第６号・７号とも同一業者でございまして、

株式会社ハツタ山口でございます。以上でございます。 

○笠井議長 ほかに質疑はありませんか。 

○笠井議長 ないようであります。これにて質疑を終結いたします。 

これより討論、表決に入ります。 

まず、議案第６号物品購入の件（高規格救急自動車１台）を議題とします。討論はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第６号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立全員であります。 

よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第７号物品購入の件（資機材搬送車１台）を議題とします。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第７号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立全員であります。 

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第７ 議案第８号について 

○笠井議長 次に、日程第７、議案第８号宇部・山陽小野田消防組合議会会議規則中一部改正の

件を議題といたします。 

本件に関し、提出者から提案理由の説明を求めます。岩村議員。 

○岩村議員 それでは、議案の提案理由を説明いたします。 

これは、女性をはじめとする多様な人材の組合議会への参画を促進する環境整備を図るため、

組合議会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について産前・産

後期間に配慮した規程の整備を図るほか、行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直し

に伴い、組合議会に対する請願に係る署名捺印の見直しを行うものです。以上が提案理由です。

よろしく御審議くださるようお願いし提案理由の説明を終わります 

○笠井議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。議案第８号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立全員であります。 
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よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第８ 報告第１号から第２号までについて 

○笠井議長 次に、日程第８、報告第１号から第２号までを一括議題とします。 

本件に関し、管理者から提案理由の説明を求めます。篠﨑管理者。 

○篠﨑管理者 報告第１号から第２号までにつきましては、補正予算及び条例改正について、議

会を招集することが困難であったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、管理者の

専決処分としましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定によって、これを報告し、承認

を求めるものであります。 

まず、報告第１号、専決処分を報告し、承認を求める件、令和３年度宇部・山陽小野田消防組

合一般会計補正予算（第１回）についてです。 

このたびの補正は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の特例に関する条例の

一部改正及び国家賠償請求に係る弁護士費用の訴訟委託料に関する補正を行うものであります。

補正予算書１ページ、第１条のとおり歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ４０万５千円増

額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２９億３，５６６万４千円とするものです。歳

出については、８ページのとおり総務費を３６８万３千円増額し、消防費を３２７万８千円減額

するもので、その内訳は９ページのとおり総務費については、主に委託料を増額し、消防費につ

いては、給料、共済費をそれぞれ減額するものであります。歳入については、６ページのとおり

分担金を４３万２千円増額し、負担金を２万７千円減額するもので、その内訳は７ページのとお

り、分担金については、宇部市分担金、山陽小野田市分担金をそれぞれ増額し、負担金について

は、職員派遣給与費負担金を減額するものであります。 

なお、参考として、１０ページに給与費明細書を添付しております。 

次に、報告第２号、専決処分を報告し、承認を求める件、宇部・山陽小野田消防組合職員の給

与に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

本消防組合職員の給与の減額措置は宇部市の制度に倣っており、この度、宇部市において条例

改正が行われましたので、それに倣い改正をするものであります。内容については、職員の給料

の減額措置について、減額率を変更し継続させるとともに、条例の有効期限を定めるものです。 

なお、施行日は令和３年４月１日となります。説明は以上となります。 

○笠井議長 以上で、管理者の提案理由の説明は終わりました。 

これより、質疑に入ります。 報告第１号から第２号までを一括議題とします。質疑はありま

せんか。藤井議員。 

○藤井議員 報告第１号、専決処分を報告し、承認を求める件、令和３年度宇部・山陽小野田消

防組合一般会計補正予算第１回について質疑を行います。 

この議案の９ページの消防費の一般職給２５７万８千円の減額補正についてです。この詳細は

１０ページの給与明細の１番下の欄に書いてありますが、給与カットに伴う減ということで、こ

の内訳が示されています。まず、この２５７万８千円の給与カットの減というものが何に基づい
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てカットされているのかについてお答えください。 

○石部消防長 藤井議員の御質問にお答えいたします。先ほど管理者からも提案説明がございま

した、宇部・山陽小野田消防組合、この組織は宇部市と違ってはおりますが、組合設立当時の

ワーキンググループの会議で本消防組合の給与については、宇部市の条例に倣うということで

協議してございます。これに倣って実施をしたということでございます。以上でございます。 

○藤井議員 宇部市の条例に倣ってということでした。この給与カット、宇部市に倣ってという

ことですと、宇部市の方では同じように、宇部市の方で３月の議会で補正予算が組まれ、その

中で同様にカットされていたので、それに従って宇部・山陽小野田消防組合の職員の給与も同

じようにカットということ、そういう説明でよろしいでしょうか。 

○石部消防長 藤井議員の御指摘のとおり、これまでのカット率を変更し宇部市に倣って行った

ということであります。 

○藤井議員 それではこの給与カット、この３月２６日付で専決処分をされている一般会計補正

予算なんですけれども、何月分の給与に影響したのかお答えください。 

○石部消防長 実施につきましては、令和３年４月１日ということになっておりますので、４月

１日以降ということになると思います。 

○藤井議員 要望になるのですが、当初のワーキンググループでの協議に基づいて、宇部市の方

に倣ってということですけども、消防職員の給与というものを同様に考える、同様に判断する

というのが、いかがなものかと思っております。昼夜を問わず市民の命と安全、暮らしを守っ

ている消防職員の給与を、こちらで説明できるような説明ではなく、宇部市に倣ってというこ

とで引き続き給与カットをしていくということが職員の福利厚生に関しても、その扱いを続け

るということは、これからちょっと改めていただきたいなというふうに思います。宇部市と宇

部・山陽小野田消防組合というのは別の地方公共団体ですから、給与のカットや増に関して、

きちんとした理由を説明していただきたいと要望して、ここで質疑を終わります。以上です。 

○笠井議長 ほかに質疑はありませんか。吉永議員。 

○吉永議員 報告第１号の９ページで訴訟委託料がございます。この委託料の金額が妥当なもの

なのか、どういった基準でこの金額になったのか、また、その期間というのは来年の３月まで

という基準で３６９万円になっていると思いますが、少し詳細を御説明ください。 

○内田次長 吉永議員の御質問にお答えをいたします。これは国家賠償請求事件に伴います本消

防組合の代理人である弁護士費用ということで増額補正をしたもので、それの着手金というふ

うになっております。この着手金につきましては、旧日本弁護士連合会報酬等基準というもの

がございまして、そこに定めてございます標準的な利益の額、いわゆる請求金額によって定め

られております。この度の請求金額約１億８００万円でございますので、その率といたしまし

て、その３％、それから６９万円を加算した額が標準的な着手金というふうになってございま

す。あくまでこれは標準的なものを示したものでございまして、各弁護士さんが判断されると

いうふうに聞いております。次に、受任をお願いした範囲でございます。期限でございますけ

れども、契約書上、１審までというふうになってございます。以上でございます。 
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○笠井議長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて質疑を終結いたします。 

これより、討論、表決に入ります。 

まず、報告第１号、専決処分を報告し、承認を求める件（令和３年度宇部・山陽小野田消防組

合一般会計補正予算（第１回））を議題とします。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。報告第１号は、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立多数であります。 

よって、報告第１号は承認することに決定しました。 

次に、報告第２号、専決処分を報告し、承認を求める件（宇部・山陽小野田消防組合職員の給

与に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１号））を議題とし

ます。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○笠井議長 ないようであります。これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。報告第２号は、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○笠井議長 起立全員であります。よって、報告第２号は承認することに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○笠井議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

これにて、令和３年７月（第１回）宇部・山陽小野田消防組合議会臨時会を閉会いたします。 

――――――――午前１０時３８分閉会―――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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